
【第１回戸田市国民健康保険運営協議会議事報告について】 

 

【開催日】令和３年５月１７日（月） 

※全委員の意見に対する承認を集約した日を以って開催日とする。 

 

【開催方法】書面開催 

 

【出席委員】１５名（回答書により返信） 

 

【公開方法】戸田市ホームページにて報告内容を議事録として公開 

 

【議事案件】 

  戸田市国民健康保険税のあり方について（諮問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度第１回国民健康保険運営協議会（書面開催）議事案件について、下記のと

おり報告します。 

（１）国民健康保険を取り巻く情勢等について（資料 P2～4） 

【質問・意見】公益代表委員 

【質問①】 

P４の下段表について、近隣市と比較とあるも、蕨市や和光市がありません。

「本市と住民異動が頻繁な市」との説明ですが、今回の見直しに否定的な立場 

の方から比較対象の根拠や説明を求められる可能性があると思います。 

 

【回答①】 

蕨市と和光市につきましては、戸田市と賦課方式が異なるため、比較対象と

して採用しませんでした。比較対象とした市は、戸田市と同じ賦課方式（所得

割・均等割の 2方式）であり、県内でも戸田市との住民異動が多い市でありま

す。令和３年４月１日現在の、県内市町村の賦課方式は、２方式が４１市町村、

４方式が２２市町村であり、県の運営方針では令和９年度までに全市町村が

２方式となることを目指しております。 

 

 

（２）税率見直し案の方向性について（資料 P5～7） 

【質問・意見】公益代表委員 

【質問①】 

P６一番下の行、国保税賦課の応能応益割合について、「現状の約 75：25⇒

約 60：40 を目標とする。」とありますが、応能応益の定義と、60：40 を目標

にする根拠について説明してください。 

 

【回答①】 

国保税の税額のうち、被保険者の所得により負担すべき額を「所得割額」⇒

「応能割」といい、全ての被保険者が均等に負担すべき額を「均等割額」⇒「応

益割」といいます。 

そして、応能応益割合とは、市全体の国保税額のうち、応能：応益の按分割

合をいいます。よって、応益割部分が大きいと、低所得世帯への負担が大きい

ということになります。 

現状の戸田市の応能応益割合 75：25は、県の目標値である 53：47と大きな

乖離があり、これを直ちに見直しすると、低所得者世帯へ急激な負担が集中し

てしまいます。この激変緩和に考慮したうえで、一次的な目標値を 60：40と

し、段階的に改善を図る考えです。 



この国保税負担割合については、今後の被保険者数の動向や、年度毎の事業

費納付金の割り当て等により、継続の検討を要しますので、委員の皆様の意見

を伺いながら、引き続き、議論を深めてまいります。 

 

 

【質問②】 

 戸田市の現状から見ると、計画目標の達成に向けた税率見直しの方向性及

びその案は、厳しいながらも、適切なものであると考える。 

 

【回答②】 

今回検討が必要となっている、「法定外繰入の状況」、及び、「税率見直し」

につきましては、「大変厳しい状況」とのご意見を、複数頂いております。ま

た、昨年度の国保運協においても、「被保険者の激変緩和を図る必要があるこ

とから、複数年度での見直しを」とご審議頂いたところです。これらのご意見

等を踏まえて、次回、第 2回の国民健康保険運営協議会にて具体的な税率見直

し案をご審議頂けるよう進めてまいります。 

 

【質問③】 

今回示された、最終的な引き上げが必要となる額は、かなり衝撃的であ

る。県内各市の税率見直し実績から、税の引き上げ額に関する情報を示し、

厳しい国保税率見直しは、当市単独の状況でないことを、広く理解してもら

うことが肝要と考える。 
 

【回答③】 

 今回の資料では、戸田市の現行税率の応能応益バランスについて、過度に応

能部分に偏っていること、よって、これを県の目標値へ段階的に近づける必要

があることをお示ししました。また、今回の見直し対象を均等割（医療分）と

することにつきまして、多くの委員からご理解頂く内容のご意見を頂きまし

た。今後は、この見直しすべき税額（全体で 12,800円）を段階的に見直して

いく点に、議論を絞ってまいりたいと考えます。 

 このような観点から、均等割額引上げを実施した県内市町の過去の実績を

お示しします。 
 
 
 
 



 戸田市における見直しすべき税額（12,800 円）を単年度で引き上げた市町

村はありませんでした。 
Ａ町 Ｈ30年度に、44,000円から 53,000円へ 9,000 円の引上げ。 

Ｂ町 R１年度に、48,800円から 56,900円へ 8,100 円の引上げ。 

Ｃ市 R2年度に、36,200円から 44,600円へ 8,400 円の引上げ。 

Ｄ市 R3年度に、40,800円から 44,400円へ 3,600 円の引上げ。 

（参考）戸田市の令和 3年度国民健康保険税の均等割額は、42,000円。 

 
【質問④】 

赤字削減解消計画中の各年度の赤字削減額が未達成となった場合や、計画

最終年度までに赤字解消が達成できなかった場合は、市町村努力支援金が減

額とのことであるが、この影響見込み（減点３５ポイント相当とは金額でい

くらに相当するか）と、併せて、努力支援の他の加点項目から、赤字削減未

達成による減点分を補うため、同等の加点を獲得できる他の項目があるか、

伺いたい。 
また、市町村努力支援の加点項目中、「保険料収納率の向上」があるが、

戸田市でも、口座振替の促進や不納欠損額の滞納処分執行停止処理のポイン

トがしっかり獲得できるよう、具体的な対策を図って頂きたい。 
 

【回答④】 

計画上の赤字削減額が未達成となる場合に、獲得できなくなってしまう公

費には、市町村努力支援金（国分）、市町村努力支援金（県分）があります。

これらは、全市町村が獲得できた総得点中、戸田市が獲得できた得点で、国や

県の特別交付金予算額を按分して交付する公費です。 

これら公費の獲得以外の影響ですが、市から県へ納める事業費納付金の割

当額が増額されるため、国保財政への影響は三重に発生することとなります。 

国、県の予算額、努力支援採点項目、事業費納付金算定に必要な県内医療費

総額は、毎年、一定ではないため、１点あたりの影響金額を示すことは困難で

す。参考値としては、令和元年度の国、県の努力支援金について、国分では、

1 ポイントあたり約 96,000 円程度、３５ポイントで約 330 万円程度です。ま

た、県分では、1ポイントあたり約 186,000円程度、３５ポイントで約 650万

円程度です。従いまして、国、県分の合計で約 1,000万円になります。 

次に、赤字解消未達成の減点を他の項目で獲得できないかとのご意見につ

きましては、一の項目ではなく、複数項目にて加点を積み上げることがより現

実的かと考えます。保険者努力支援金の評価指標は、赤字削減、収納率向上、

特定健診・特定保健指導の受診率など、12 の大項目に分かれております。よ



り多くのポイントを獲得できるよう、取組内容の精査を積極的に推進してま

いります。 

【質問⑤】 

赤字削減解消計画中の令和４年度、５年度の推定赤字額は、令和４年度予定

の国の社会保障制度改革（国保加入者減少）の影響を読み込んでいるのか。 

 

【回答⑤】 

国保加入者の減少については、約２％を見込んでいるところです。 

 

【意見①】 

獲得できている公費の減額は、どうしても避けなければならないという現

状を考えると、税率見直しはやむを得ないと考える。ただし、税率見直しに

あたっては、市として、より一層、被保険者の理解を得られるように努めて

いただきたい。 

 

【事務局】 まずは、国保運協の審議状況の公開を中心に、議論進捗の公開

に努めてまいります。 

 

【意見②】 

赤字削減の対象として、医療分均等割の見直しが応能応益のバランスを解

消するという意味でも、今回の税率見直しは妥当である。 
【事務局】 ご理解頂き、ありがとうございます。広く被保者の皆様にご理解

を得られるようご説明に努めてまいります。 

 

【意見③】 

令和 3年度からの計画未達成時のポイント減点制度の開始、又、令和４年

度以降の子どもの均等割軽減の開始もあり、機会を捉えた税率見直しが必要

かと思われる。 

【事務局】 ご意見③のとおり、機会を逃すことのないよう配慮してまいり 

ます。 

 

【意見④】 

国保以外の保険の加入者からみると、一般会計からの法定外繰入は、医療

保険料（税）の二重負担と感じているところであり、また、既に保険者とし

て法定拠出金により国保を支援している中、法定外繰入により国保税の税収

不足を補填することは、二重支援を実施していることになってしまう。 



国保以外の保険の加入者である戸田市民が納得できるように、早期の赤字削

減計画の実施、達成をお願いする。 

【事務局】 ご意見④と同様、これまでの国保運協でも、法定の拠出金によ

り被用者保険から多くの支援を頂いている点についてはご指摘頂いておりま

した。戸田市民の約 8割に相当する、国保以外の保険の加入者からのご理解

を得られるよう、国保財政の健全化に努めてまいります。まずは、今回の議

事案件である、県の第 2期運営方針に基づく、法定外繰入の解消を進めてま

いります。 

 

 

 

（３）税負担緩和のための取組等について（資料 P8～11） 

【意見】公益代表委員 

【質問①】 

厳しい見直しの中であればこそ、こうした緩和策をはじめとする様々な取

組はできるだけ幅広く検討し、ひとつでも多く実施する方がよいと考える。 
 

【回答①】 

減免制度の適正な適用とあわせて、軽減制度の適用徹底のための未申告者

への個別通知（未申告であると軽減適用されない仕組みです）等、一つ一つ丁

寧に進めてまいります。 

 

【質問②】 

厳しい率直意見ですが、法定外保健事業の見直しと、収納率向上対策を 
しっかり実施した後の税率見直しは、やむを得ないと考える。 

 

【回答②】 

ご理解頂きまして、ありがとうございます。 

保健事業では、令和 4 年度以降の人間ドック補助額を減額し（25,000 円

⇒13,000円）、脳ドック補助、保養施設宿泊助成は廃止とする予定です。 

（収納率向上へ向けた取組については、下の③にてあわせて回答します。） 

  

 

 

 

 



【質問③】 

収納率向上へ向けた取組については、常に実効性があるか検証が必要と考

える。 

 

【回答③】 

現年分の取組みでは、コンビニ・クレジットカード・ペイジーのほか、スマ

ートフォン決済アプリなど納付方法の拡充や休日夜間納税相談窓口の設置、

納税コールセンターによる電話催告による納期内納付の促進などに取組みま

す。 

滞納繰越分の取組みでは、高額案件を優先に滞納整理を進めると共に、徴収

できない事案は財産調査の早期着手の徹底により、確実な処分停止を実施し

ます。 

 

また、収納率向上にも繋がる、国保資格の管理適正化に向けた取組として、

年金記録から社保加入を確認した後、対象者へ個別に喪失勧奨の通知を送付

するなど、国保資格の適用適正化に取り組みます。 

国保加入時の口座振替の促進に向けた取組として、ある一定の期間の得喪

手続者数と口座振替申込者数を窓口別に抽出し口座振替申込に関する分析を

行うことも考えております。 

こうした取組について、効果検証を重ねながら、収納率向上に取り組んでま

いります。 

 

【意見①】 

戸田市は、国保税の納付手段について、県内でも早期にペイペイによるス

マホ決済を導入するなど、収納率向上に向けて、積極的に取り組んでいるこ

とを理解している。引き続き、口座振替キャンペーンを行うとともに、スマ

ホ決済の利便性をアピールした周知、広報をお願いしたい。 

また、医療費適正化の分野では、資格喪失後受診の返還金（不当利得）回

収について、保険者間調整や滞納処分等に取り組んでもらいたい。 

【事務局】 

引き続き、市民の視点に立って便利なサービスを提供しつつ、収納率の向上

に取り組んでまいります。また、資格喪失後受診の返還金の回収に関しまして

は、保険証の不適正利用の注意喚起とあわせて、既に保険者間調整に取り組ん

でおります。現時点における未回収金はございません。 

 

 



【意見②】 

税率改正以外の赤字解消が特に大事と思う。このため、収納部門等との連

携の機会は年３回ではなく、もっと頻繁に意見交流、相互チェックが必要。 

 

【事務局】 

３回の会議の趣旨は、①年度初めの運営方針の検討、②前年度決算に基づく

振り返り、③来年度に向けての運営方針の検討が主でありますが、頂いたご意

見のとおり、こうした枠にとらわれることなく、連携して進めてまいります。 

 

 

 

（４）その他のご意見・ご質問について 

【意見①】 

今回の取り組みは厳しいものとなりますが、戸田市は、埼玉県や県内市町村

とともに、広域化された国民健康保険制度を担う一員であり、その責任と果た

すべき役割に基づき、様々な取り組みを検討していく必要があると考える。 
【事務局】ご意見①、ありがとうございます。ご意見のとおり、さらなる取組

実施に向けて検討を進めてまいります。 
 
【意見②】 

協会けんぽでは、自治体や健診機関との連携による特定検診とがん検診の同

時実施による協会けんぽ被扶養者の健診受診機会の整備や確保を全国的に行っ

ている。戸田市と協会けんぽ間においても健診を含めて、医療費適正化に資す

るような取組、情報交換など互いに協力できれば良いと考えている。 

 

【事務局】戸田市の国保保健事業でも、「特定健診とがん検診のダブル受診」

（法定健診）や、県内でも一人当たり医療費が特に高額となっている「前期高

齢者の健診受診率向上」を強化しており、国県の公費支援による「インセンテ

ィブを付したキャンペーン」の実施を予定しています。（チラシを参考提供し

ます）取組等の情報共有を引き続きお願いします。 

 

 





戸 保 第 ２ ６ ２ 号 
令和３年４月２３日 


 
戸田市国民健康保険運営協議会 
会長 齊藤 恭平 様 
 


戸田市長 菅原 文仁 
 


戸田市国民健康保険税のあり方について（諮問） 
 
 
 平素より、当市国民健康保険事業の運営につきまして格別のご理解、ご協力


を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 国民健康保険制度は、地域住民の医療を確保する制度として、国民皆保険制


度の根幹的役割を果たしております。この制度を持続可能な制度とする必要が


あるため、平成 30 年度より、県と市町村との共同運営が開始されました。 
しかし、被保険者の構成が被用者保険に比べ高齢者が多いほか、医療の高度


化などにより、医療費水準は高い傾向にあります。このため、国民健康保険特


別会計では、支出に対する収入が不足し、一般会計からの多額の法定外繰入を


行ってきており、令和元年度では約 7 億円を繰り入れました。この法定外繰入


は戸田市財政を圧迫しており、今後も同様の状態が続けば、他の市民サービス


に影響が出ないとも限りません。 
こうした状況をうけ、令和 3 年３月、県の「第２期国民健康保険運営方針」


に基づき、令和５年度までに、一般会計からの法定外繰入金を解消する「赤字


削減・解消計画」を提出したところであります。この計画を着実に進めるため


には、国民健康保険税制度の見直しは必須であり、加入者に応分の負担をして


いただくことも検討せざるを得ないところです。 
つきましては、被保険者の経済状態を考慮しつつ、戸田市財政の健全化を目


指せるよう、令和４年度以降の国民健康保険税のあり方について、下記のとお


り諮問いたします。 
記 


 
諮問事項 
 
１． 令和４年度以降の戸田市国民健康保険税の税率 
２． 戸田市国民健康保険税の制度改正のあり方 
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●国民健康保険を取り巻く情勢●


①令和２年12月に「第２期埼玉県国保運営方針」策定。保険税県内統一に向けて、令
和８年度までに計画対象赤字を解消することを明記。


②本市は「第１期埼玉県国保運営方針」に基づく赤字削減解消計画（令和5年度末の赤字残額


約7億円）を提出済みであったため、令和3年3月、令和5年度までに赤字を解消する計
画へ変更届出。


＜ 国保赤字削減解消計画について ～県の運営方針と市の計画管理～ ＞


社保適用対象が拡充（①短時間労働者の社保適用を拡充②社保適用すべき事業所の規
模を拡充）されるため、国保加入者は減少の見込み。


＜今後も続く「社会保障制度改革」による国保加入者の減少 ＞


令和４年10月予定 企業要件 500人超企業⇒100人超企業に適用拡充


令和６年10月予定 企業要件 ⇒50人超企業に適用拡充


①国保加入者の所得の減少による税収不足の見込み。


戸田市では、令和２年度に約300世帯、5,300万円の保険税の新型コロナ特例減免を適用。


②雇用情勢の悪化による離職者増加に伴い、国保加入者の減少傾向がこれまでの減少
見込み率（▲２％）より緩む恐れがある。（ただし後期高齢者医療保険への移行は引き続き進む見込み）


＜新型コロナウイルス感染症拡大の影響＞
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●戸田市の国保の現状●


＜法定外繰入金（計画対象赤字）の推移＞


国保特別会計の歳入不足（赤字）を補填するために、一般会計から国保特別会計


へ法定外の繰入（その他繰入）を実施している。法定外繰入額は年々縮小を続けて


いるものの、令和元年度の被保険者一人当たりの繰入額では県内平均の3倍を超える


「法定外繰入（計画対象赤字）」の実績であり、県内最高水準となっている。


Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1


（決算額） （累積繰越額精算前） （決算額）


法定外繰入金総額 約17億円 約10億円 約7億円


平均被保険者数 28,427人 27,129人 26,227人


一人当繰入金額 60,691円 38,800円 26,310円


※ 令和元年度の一人当法定外繰入額の県内平均は、約7,000円
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●戸田市の赤字要因の状況●
＜標準保険税率との乖離＞


標準保険税率とは、県が各市町村へ配分する「事業費納付金」の費用負担に要する国保税率であり、各年度
県から示される。本市の現行税率は標準保険税率より低く、特に均等割は合計2万円程低い設定である。


令和２年度 戸田市の標準保険税率 戸田市の現行税率


所得割 均等割 所得割 均等割


医療分 9.11％ 24,136円 8％ 20,000円


支援金分 2.35％ 14,692円 1.60％ 9,500円


介護分 2.42％ 22,467円 1.42％ 12,500円


＜近隣市との税率比較＞
事業費納付金（県内医療費全体の財源となる）は、市町村の医療費水準、所得水準、前期高齢者の割合等に
応じて県が配分する。本市は、所得水準が高く、前期高齢者の割合が低いことから負担増の調整を受けて、
一人当たりの事業費納付金は県内２位の高額負担である。しかしその一方で、現行税率は、近隣市と比較し
ても低い設定である。


※２方式の課税方式を採用している市を選定


所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割
さいたま市 7.51 29,500 2.24 9,100 2.1 10,200 11.85 48,800
川口市 7.45 28,000 2.5 9,000 1.3 13,000 11.25 50,000
草加市 7.3 27,000 2.3 7,800 1.8 9,800 11.4 44,600
八潮市 7.3 28,000 2.2 13,000 2.0 10,000 11.5 51,000
戸田市 8.0 20,000 1.6 9,500 1.42 12,500 11.02 42,000


医療分 後期支援分 介護分 合計
単位：％　円
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①税率見直し後に必要となる赤字削減額の設定と計画達成に必要となる税率見直し額


計画最終年度の令和５年度まで一度も税率見直しを実施しない場合の、計画終了後の赤字未解消額を約2.6億円（納付金と保


険税の増減幅を緩和するため、令和4、5年度の法定外一般会計繰入額の平均値を採用）と設定。この2.6億円の赤字削減を達成するための税率


見直しを算定すると、均等割医療分のみでは一人12,800円の引上げとなる。（収納率1.4％増・R3法定限度額3万円増も計上）


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,535,247 2,512,542


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字）


501,561 374,606 130,530 415,397 329,511 195,588


※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく


※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。


※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。


県の医療費推計 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


（運営方針P４より） 568,588 550,644 532,634 514,542 492,740 470,688


0.957628337 0.955246174
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●税率見直し案の方向性●


② なぜ、医療分均等割を見直し対象とするのか


第２期埼玉県国保運営方針における、準統一（令和９年度以降の県内統一基準）の応能：応益割合は約53：47。


本市の現行税率では、全体に応能割の割合が高く、中でも医療分では極端に応能割に負担が集中している。


この応能・応益バランス適正化を図るため、医療分均等割を見直し対象とする。


見直し後の応能・応益バランスについて、現状の約75：25 ⇒ 約6０：４０ を目標とする。


応能割と応益割の負担割合 単位（％）
標準 現行
（県） （戸田市）


応能割（所得割） 52.6 75.44
応益割（均等割） 47.4 24.56
応能割（所得割） 52.5 57.87
応益割（均等割） 47.5 42.13
応能割（所得割） 52.3 56.68
応益割（均等割） 47.7 43.32


応能・応益割


医療分


後期支援分


介護分
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●モデルケースに基づく、税額の試算●


P５では、2.6億円の赤字削減を達成するために、均等割医療分を一人12,800円の引上げる必要があるこ


とをお示ししました。


次に、この税率改正を仮に、令和４年度に実施した場合の税額の変化は、以下の通りになります。


世帯構成 世帯主の所得（万円） R3年度（現行） R４年度（改正後） 差額
4人世帯
（（夫）40歳、妻38歳、
子（4歳、2歳））


300 413,600円 422,500円 8,900円の増額


4人世帯
（（夫）40歳、妻38歳、
子（10歳、4歳））


300 413,600円 443,600円 30,000円の増額


２人世帯
（（夫）74歳、妻72歳）


240 248,100円 273,700円 25,600円の増額


※令和４年度から未就学児全員の均等割額について５割軽減が実施される予定のため、12,800円の人数分が増
額とはなりません。
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（１）子どもの均等割軽減を開始（予定）


令和4年度以降、国民健康保険税の『子育て世帯の負担軽減』を進めるため、未就学児全員の均等割額


について５割軽減する方針を国が決定。


（２）低所得者軽減の適用徹底


所得基準を下回る所得の世帯について、被保険者均等割額の７割、５割又は２割を減額する。


未申告世帯には軽減適用しないため、該当世帯へ申告を促す個別通知を送付し、軽減適用の徹底を図る。


遡り年度分の未申告世帯へも対象を拡充して申告を促す個別通知を送付し、軽減適用の徹底を図る。


（３）国保税減免制度の適用と納税相談について


火災、台風等の被災世帯や、新型コロナウイルス感染症により収入減少した世帯、法定の特別な事由に


該当する世帯等を対象として、申請による減免措置を実施。減免制度の周知徹底を図るとともに、収


納・福祉等の関連窓口と連携しつつ、担税能力に応じ適正に減免制度を適用する。


あわせて、納税催告、納税相談の機会確保に努め、必要に応じて納税猶予の措置を講じる等きめ細やか


に対応する。


●税率の見直しと併せて進める税負担緩和のための取組●
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（１）法定外保健事業（市の任意事業）の見直し


①人間ドック検診費用補助の減額


●税率改正以外の赤字解消へ向けた取組●


②脳ドック検診費用補助の廃止


【現行】 【令和４年度以降】
補助額 実施医療機関 補助額 実施医療機関
25,000円 市内の６医療機関 13,000円 全国の医療機関


③保養施設宿泊利用費助成の廃止


【現行】 【令和４年度以降】
助成額 保養施設


大人　１泊3,000円 県国保連合会の提携先 廃止
子ども１泊2,000円 保養施設


【現行】 【令和４年度以降】


補助額 実施医療機関


廃止５万円を上限に費用の


７割を補助
全国の脳ドック実施医療機関
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（２）収納率向上へ向けた取組について


① 国保加入時の口座振替申込キャンペーンの実施中


●税率改正以外の赤字解消へ向けた取組●


② 収納推進課と保険年金課との連携強化


国保加入窓口（保険年金課・美笹支所・戸田公園駅前出張所）にて、新規加入者


を対象として、保険税の口座振替のキャンペーンを実施中。


これまで随時開催していた国保税実務担当者会議（収納推進課・保険年金課）を定期（年３回程度）に開催することとし、


業務課題・対策の共有、当該年度の収納対策を推進。


第１回目 ４月 当該年度の目標及び年間スケジュールを設定する。
・前年度決算を受けて、課題を共有する。
・次年度予算に向けた方向性を共有する。


第３回目 10月 年末・年度末に向けての強化策について、検討する。


第２回目 ７月
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●今後のスケジュール案●


第1回開催
・事務局作成案（第1案）の保険 市長から運協へ諮問
税率とモデルケースの提示


第2回開催
・事務局作成案（第2案）の保険
税率とモデルケースの提示


健康福祉常任委員会へ中間報
告


第3回開催
・税率改正案の確定
・市長への答申について審議
・決済報告


健康福祉常任委員会へ中間報 ・市長へ答申
告 ・行政管理課へ改正案を提出


第4回開催
・12月議会上程案 ・令和4年度予算


第5回開催
・2月議会上程案


事務局


1月


運営協議会 議会


12月議会本会議（税率改正案）


8月


9月


10月


11月


12月


4月


5月


6月


7月
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● 令和３年度第１回国保運協の議論「国保税率見直しの方向性」について ●


• 戸田市の国保では、国保税の歳入不足を補填するため、県内平均の３倍を超える「法定外繰入」を実施している。


• 戸田市は、１人当たり事業費納付金の負担が県内２位であるも、現行の国保税率は近隣市と比較して低い。


• 赤字削減解消計画を達成するためには、令和５年度までに、約2.6億円の赤字削減が必要。


• 引上げ額は衝撃的。国保税率見直しは、当市
単独の状況でないことを理解してもらうことが
肝要。


• 法定外保健事業（人間ドック、脳ドック、保養施
設宿泊補助）の見直し、収納率向上対策を実
施したうえで、税率を改正すべき。


• 収納率向上の取組を進め、同時にその効果検
証も行うべき。


• 計画目標の達成に向けた税率見直しの方向性及びその
案は、厳しいながらも、適切なものである。


• 応能応益割合のバランスを解消する観点から、「医療分
の均等割」を引上げることが妥当である。


• 令和４年度から子どもの均等割軽減制度も開始されるの
で、こうした機会を捉えて、税率改正を実施すべき。


• 国保加入者以外（市民の8割）にとっては、一般会計から
の法定外繰入は二重支援。早急な見直しを。


①県内の均等割引上げ実績や、被保険者の負担緩和に配慮しつつ、段階的な国保税見直し案の検討を進める。
②答申案の作成に向けて、令和５年度以降の税率改正スケジュールについて検討する。


国保税の医療分均等割について、12,800円の引上げを実施する。目標


今後の
方向性


賛成意見 慎重意見


現状
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